
 

 

令和 2 年２月吉日 

 

  山形県各地区ソフトボール協会会長 殿 

  田川地区各市町ソフトボール協会会長 殿 

  山形県ソフトボール協会認定委員 殿 

 

                          田川地区ソフトボール協会 

                         会 長 工 藤 恒 喜 

                              （公印省略） 

 

公益財団法人日本ソフトボール協会第３種公認審判員認定 

        講習会の開催について（ご案内） 

 

 時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 日頃から当協会の事業運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げ

ます。 

  さて、県内の審判員の人数は減少傾向にあり、さらに高齢化している状況にあります。 

 その傾向に歯止めをかけるべく、別紙実施要項により「第３種公認審判員認定講習会」を

開催します。 

 つきましては、各地区協会にてソフトボールに関心のある方々に広く声をかけていただき、

多数の方から受講していただきますようお願い申し上げます。 

 なお、令和元年度田川地区ソフトボール協会審判員伝達講習会と併せて実施しますことを

ご承知ください。 

 

（別添資料） 

１ 日本ソフトボール協会第３種公認審判員認定講習会実施要項 

２ 日本ソフトボール協会第３種公認審判員認定講習会受講申込書 

 

 

                                         [この件に関する問い合わせ] 

                                         田川地区ソフトボール協会 

                                         事務局長 工 藤 栄 一 

                                         〒９９７－０８１４ 鶴岡市城南町１２－２ 

                                         TEL＆FAX ０２３５－２４－５６５４ 

                                         携帯 090-2887-8589 

                     e-mail qqqx7f49@trust.ocn.ne.jp 

mailto:qqqx7f49@trust.ocn.ne.jp


 

 

日本ソフトボール協会第３種公認審判員認定講習会実施要項  

 

 １ 主    催 公益財団法人日本ソフトボール協会 

 ２ 主  管 山形県ソフトボール協会・田川地区ソフトボール協会 

 ３ 期  日 令和 2 年 3 月 29 日（日） 

 ４ 会  場 鶴岡ドリームスタジアム 会議室及び屋内練習場（1 塁側） 

         鶴岡市小真木原町２－１ TEL０２３５－２５－８１３３ 

 ５ 参加資格 審判員として各種大会に積極的に参加できる方 

 ６ 日  程  

               ８：３０～  ８：４５ 受付  

         ８：５０～  ９：００ 開講式 

        ９：００～１２：００ ルール・競技者必携解説 令和元年度伝達講習 

第３種公認審判員認定講習 

       １２：００～１３：００ 昼食 

       １３：００～１４：３０ 実技指導 

       １４：３０～１４：４０ 閉講式 

 ７ 認定委員 委員長  沓 沢 六 雄 （山形県ソフトボール協会審判委員長） 

        委 員 本 間   勝 （山形県ソフトボール協会審判副委員長） 

        委 員 高 橋 不二彦 （飽海地区ソフトボール協会審判長） 

 ８ 受 講 料  ３，5００円（ルールブック等の講習資料代） 

           ※受講申し込み後、認定講習会を欠席されても受講料は返却いたしかね    

         ますので、予めご承知おき下さい。 

 ９ 申込方法 別紙「受講申込書」に必要事項を記入のうえ、受講料とともに 3 月 15   

        日までに申込下さい。なお、受講料は同封の払込取扱票にて振込（手数  

        料を要します）をお願いします。 

 10 申 込 先  〒９９７－０８１４ 鶴岡市城南町１２－２ 工藤 栄一 

        TEL＆FAX 0235-24-5654 携帯 090-2887-8589 

 11 携 行 品 筆記用具、服装：運動着、屋外用運動靴 

 12 認 定 料  ２，5００円 

        ※ 認定講習会受付時に講習会場で支払いをお願いします。 

 13 そ の 他 （1）昼食は各自で手配してください。 

        （2）公認審判員としての登録は令和 2 年度となります。 

           なお、毎年継続して登録いただかないと登録抹消となることを申     

           し添えます。登録料は、日ソ 700 円、県協会 2，300 円です。

所属支部協会、所属協会の年会費も必要となります。 

         （3）ご不明な点等問い合わせは、上記 工藤 までお願いします。 

 

 


